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2015年英国保険法（The UK Insurance Act 2015） 

 

2015 年 11 月 19 日付の回覧でご案内した 2015 年英国保険法（以下「新法」）が、2016 年 8 月

12日に発効します。 

 

その回覧では新法の論理的な根拠と、影響を受ける国際グループ（以下「IG」）加入の 8 つのク

ラブが合意した共通アプローチについて詳細に説明しました。 

 

最新情報としては、企業法案 2015（Enterprise Bill 2015）が議会を通過しました。これにより

新法は改定され、「合理的期間」内の保険金支払いを義務付ける完全に新しい条項条件が、全て

の保険契約に黙示的に盛り込まれ、これを怠ると利息の支払いが認められる可能性があります。

この条項は、付保するリスクの相互保険という特徴や、プール協定に基づいた IGのクレーム処理

方式を考慮すると、IG クラブに適しているとは思われませんでした。したがって、影響を受ける

8 つの IG クラブは、この条項を適用しておらず、組合員のクレームの利息支払いに関しては従来

通り除外する予定です。ただし、保険者が故意または無謀行為によって、合理的期間内に被保険

者のクレームを支払わなかった場合、新法では保険者が黙示の条項を適用しないことを認めてい

ません。したがって、組合員はかかる範囲内で保護されることになります。 

 

影響を受ける 8つの IGクラブはすでに、合意した共通の IGアプローチを反映するようにルール

を変更しています（2016/17保険年度の開始から有効）。また、組合員および加入見込み組合員

への今後の対応、特に保険引受けの手続きについても内部手続きを必要に応じて見直し、変更し

ています。 
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http://www.standard-club.com/media/1979005/19-november-2015-standard-europe-circular-insurance-act-2015-japanese-translation.pdf
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クラブルールが英国法を準拠法とするため影響を受ける 8つの IGクラブはいずれも、同様の回覧

を発行しています。 
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（本回覧は、英文クラブ回覧を組合員各位の便宜のために日本語に仮訳したものです） Comment [A1]: This was added as in 
the previous circulars. 
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